
２０１６年１０月１日以降に保険始期を迎える契約より、団体扱割

引率が変更となります。  

団体扱割引率 
変更のご案内 
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３２．５％ 

２０１５年１０月１日～２０１６年９月３０日 

始期のご契約に適用される団体扱割引率 

２０１６年１０月１日～２０１７年９月３０日 

始期のご契約に適用される団体扱割引率 

＜引受保険会社＞ 

ホームページアドレス http://www.sjnk.co.jp/ 

 ＮＥＸＣＯグループ団体扱自動車保険の「ご契約の台数」と「損

害率」（期間中にご契約者様からお支払いいただいた保険料と 、

事故等で保険会社から支払われた保険金の割合）に応じて算出

され、毎年変動する場合があります。  

ＮＥＸＣＯ保険サービスではご加入者の皆様に、より安価な保険

料で安心をお届けできるよう、引き続き事故防止に向けた啓もう

に努めてまいります。皆さまも安全運転にご協力くださいますよ

うお願い申し上げます。 

団体扱割引
率とは？ 

３０％ 

ＮＥＸＣＯグループ従業員の皆様へ 

＊「NEXCOグループ団体扱自動車保険」とは、自動車保険団体扱割増引制度を適用したNEXCOグループにおける団体扱自動車保険のペット
ネームです 。 
＊団体扱割増引率は、ＮＥＸＣＯ保険グループ団体扱自動車保険の「ご契約台数」と「損害率」に応じて毎年算出され変動する場合があります。団
体扱割引率３２．５％は、ご契約期間の初日が２０１６年１０月１日から２０１７年９月３０日までのご契約に適用されます。 
＊団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパン日本興亜の定める条件を満たす場合のみ
となります。詳細については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜にお問い合わせください。 

 
 

 株式会社ＮＥＸＣＯ保険サービス 
  〒１０２－００８４ 東京都千代田区麹町二番町３－４ 
                                  麹町御幸ビル３Ｆ 
  電話：０３－５２１０－５５７０ ＦＡＸ：０３－５２１０－５５６６ 
  受付時間：午前9時～午後5時25分（土・日・祝祭日・年末年始を除く） 

＊本案内はＮＥＸＣＯグループ団体扱自動車保険の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり」「重要事項等説明書」
をご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。 

＜取扱代理店＞ 


